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(57)【要約】
　回路構成体１０は、スイッチング部材１３が実装される回路基板１１と、回路基板１１
に沿って配索したバスバー１２からなり、ケース２０は、回路基板１１に対しその周縁に
沿うように配置されて固定されるフレーム２１と、フレーム２１に対し回路基板１１を覆
うように組み付けられるカバー２４を備える。バスバー１２の端部を略Ｌ字形に屈曲して
なる複数の第１端子部１４が、フレーム２１に沿って並び、カバー２４の前縁部２４Ｆに
設けた倒れ規制部３６が第１端子部１４の倒れ変形を規制する。フレーム２１とカバー２
４の外縁部に設けた変位規制部３０，３７同士を係止させることにより、カバー２４がフ
レーム２１に対して第１端子部１４から離間する方向へ変位することを規制したので、第
１端子部１４の倒れ変形を確実に防止することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路構成体をケースに収容してなり、
　前記回路構成体は、スイッチング部材が実装される回路基板と、前記回路基板に沿って
配索したバスバーとを備えて構成され、
　前記ケースは、前記回路基板に対しその周縁に沿うように配置されて固定される略方形
の枠状をなすフレームと、前記フレームに対しその表面側の開口を塞ぐように組み付けら
れて前記回路基板を覆うカバーとを備えており、
　前記バスバーにおける前記回路基板の外周縁から突出した端部には、略Ｌ字形に屈曲し
た形状であって、前記バスバーから前記回路基板と直角に表面側へ立ち上がる支持部と、
前記支持部の立ち上がり端から略直角に延出する接続部とから構成される端子部が、前記
フレームに沿って並ぶように複数設けられ、
　前記カバーの外縁部には、前記支持部に当接することで、前記端子部が前記回路基板側
へ倒れるように変形することを規制する倒れ規制部が形成されているものにおいて、
　前記フレームと前記カバーの外縁部には、互いに係止可能な変位規制部が形成され、
　前記フレーム側の前記変位規制部と前記カバー側の前記変位規制部とが係止することで
、前記倒れ規制部が前記端子部の前記支持部から離間する方向へ変位することを規制され
ていることを特徴とする電気接続箱。
【請求項２】
　前記カバー側の前記変位規制部が、概ね箱状に屈曲した形状とされていることを特徴と
する請求の範囲第１項に記載の電気接続箱。
【請求項３】
　前記フレーム側の前記変位規制部と前記カバー側の前記変位規制部には、互いに係止す
ることで、前記カバーと前記フレームとを組付け状態にロック可能なロック部が設けられ
ていることを特徴とする請求の範囲第１項または請求の範囲第２項に記載の電気接続箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気接続箱に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車に搭載される電気接続箱として、回路構成体をケースに収容した構造のものがあ
る。回路構成体は、回路基板と、回路基板の裏面に沿って配索したバスバーと、回路基板
の表面側に実装されるリレー等のスイッチング部材とを備えて構成され、バスバーには、
その端部を略Ｌ字形に曲げ加工することで端子部が形成されている。ケースは、回路基板
に対しその周縁に沿うように配置されて固定されるフレームと、フレームに対し回路基板
を覆うように組み付けられるカバーとを備えて構成される。バスバーの略Ｌ字形に屈曲さ
れた端子部は、フレームとカバーとの間から、ほぼ一列に並ぶように配置されてケースの
外部に突出されている。　
　この種の電気接続箱においては、端子部に対してその先端側から相手側コネクタが嵌合
される場合、その嵌合抵抗に起因する押圧力のために、端子部がその基端部を支点として
傾くように変形することが懸念される。この対策としては、カバーの周縁部にリブ状の支
承部を形成し、その支承部を端子部に宛がうことで、端子部の傾き変形を防止する構造が
考えられる。　
　尚、電気接続箱としては、特許文献１に開示されているもの等がある。
【特許文献１】特開２００３－１６４０３９公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記のように端子部の傾き防止手段である支承部をカバーに形成した場合、カバーが、
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端子部側からの押圧力のために位置ずれし、その結果、端子部の傾き変形を規制できなく
なることが懸念される。　
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、バスバーの端子部の変
形を確実に防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、回路構成体をケースに収容してなり、前記回路構成体は、スイッチング部材
が実装される回路基板と、前記回路基板に沿って配索したバスバーとを備えて構成され、
前記ケースは、前記回路基板に対しその周縁に沿うように配置されて固定される略方形の
枠状をなすフレームと、前記フレームに対しその表面側の開口を塞ぐように組み付けられ
て前記回路基板を覆うカバーとを備えており、前記バスバーにおける前記回路基板の外周
縁から突出した端部には、略Ｌ字形に屈曲した形状であって、前記バスバーから前記回路
基板と直角に表面側へ立ち上がる支持部と、前記支持部の立ち上がり端から略直角に延出
する接続部とから構成される端子部が、前記フレームに沿って並ぶように複数設けられ、
前記カバーの外縁部には、前記支持部に当接することで、前記端子部が前記回路基板側へ
倒れるように変形することを規制する倒れ規制部が形成されているものにおいて、前記フ
レームと前記カバーの外縁部には、互いに係止可能な変位規制部が形成され、前記フレー
ム側の前記変位規制部と前記カバー側の前記変位規制部とが係止することで、前記倒れ規
制部が前記端子部の前記支持部から離間する方向へ変位することを規制されている。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、フレームとカバーの外縁部に設けた変位規制部同士の係止により、倒
れ規制部が端子部の支持部から離間する方向へ変位することを規制しているので、この倒
れ規制部により、端子部が回路基板側へ倒れるように変形することを確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、実施形態１の組付け状態をあらわす斜視図である。
【図２】図２は、分解状態をあらわす斜視図である。
【図３】図３は、フレームの斜視図である。
【図４】図４は、ヒューズブロックを外した状態をあらわす平面図である。
【図５】図５は、カバーの断面図である。
【図６】図６は、断面図である。
【図７】図７は、フレームのロック突起とカバーのロック片とのロック構造をあらわす部
分拡大断面図である。
【図８】図８は、フレームの変位規制部とカバーの変位規制部との係止状態をあらわす部
分拡大断面図である。
【符号の説明】
【０００７】
　１０…回路構成体
　１１…回路基板
　１２…バスバー
　１３…スイッチング部材
　１４…第１端子部（端子部）
　１４ａ…支持部
　１４ｂ…接続部
　２０…ケース
　２１…フレーム
　２４…カバー
　２４Ｆ…前縁部（外縁部）
　３０…変位規制部
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　３２…ロック突起（ロック部）
　３６…倒れ規制部
　３７…変位規制部
　３８…ロック片（ロック部）
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　＜実施形態１＞
　以下、本発明を具体化した実施形態１を図１乃至図８を参照して説明する。本実施形態
の電気接続箱は、自動車に搭載され、バッテリ（図示せず）とランプ、オーディオ等の電
装品（図示せず）との間に介設され、バッテリから供給される電力を各電装品に分配・供
給するとともに、これら電力供給の切り替え等の制御を行うものである。尚、図において
は、電気接続箱を表面側が上向きとなるように描いているが、自動車に搭載されるときに
は、電気接続箱は、ヒューズブロック２３が上側に位置し、ハウジング２５，２６，２７
，２８が下向きに開口する向きでリレーボックス（図示せず）内に収容され、そのリレー
ボックスが車体（図示せず）に固定されるようになっている。
【０００９】
　電気接続箱は、回路構成体１０と、回路構成体１０を収容するケース２０とを備えて構
成される。　
　回路構成体１０は、回路基板１１と、回路基板１１の裏面（図６における下面）に沿っ
て配索した複数のバスバー１２と、回路基板１１の表面側（図６における上面側）に実装
されるリレーなどのスイッチング部材１３とを備えて構成されている。バスバー１２は回
路基板１１の裏面に接着されており、バスバー１２の端部に形成した第１端子部１４（本
発明の構成要件である端子部）が回路基板１１の前端縁から突出されているとともに、同
じくバスバー１２の端部に形成した第２端子部１５が回路基板１１の後端縁から突出され
ている。
【００１０】
　第１端子部１４は、回路基板１１に対して略直角に表面側（上向き）に立ち上がる支持
部１４ａと、この支持部１４ａの立ち上がり端から前方（回路基板１１とは反対側）へ略
直角に（回路基板１１とほぼ平行に）延出する接続部１４ｂとから構成され、側方から見
て略Ｌ字形をなす。一方、第２端子部１５も、第１端子部１４と同様に、側方から見て略
Ｌ字形に屈曲されている。
【００１１】
　ケース２０は、合成樹脂等の絶縁材料からなる略方形の枠状をなすフレーム２１と、フ
レーム２１に対しその裏側の開口を塞ぐように固着される金属製の放熱板２２と、フレー
ム２１に対しその前端縁側から組み付けられる合成樹脂製のヒューズブロック２３と、フ
レーム２１に対しその表面側（放熱板２２とは反対側）の開口を塞ぐように組み付けられ
る合成樹脂製のカバー２４と、ヒューズブロック２３に組み付けられる合成樹脂製の第１
ハウジング２５と、フレーム２１の後縁部に組み付けられる合成樹脂製の第２～第４ハウ
ジング２６，２７，２８とを備えて構成される。放熱板２２は、回路基板１１と概ね相似
形であり、放熱板２２の表面にはバスバー１２の裏面が接着剤（図示せず）により固着さ
れている。
【００１２】
　フレーム２１は、回路基板１１の周縁に沿って回路構成体１０を全周に亘って連続して
包囲するように配置されているとともに、放熱板２２の表面に接着剤（図示せず）により
固定されている。上記した複数の第１端子部１４は、フレーム２１の前縁部２９に沿って
横に並ぶように配置されている。第１端子部１４の配列領域は、フレーム２１の前縁部２
９における長さ方向中央部を除いた領域とされ、このフレーム２１の前縁部２９には、表
面側へ回路基板１１と略直角に立ち上がる板状の変位規制部３０が形成されている。変位
規制部３０の板面は、フレーム２１の前縁部２９の長さ方向及び第１端子部１４の支持部
１４ａの長さ方向の両方向に対して平行である。変位規制部３０の前面（フレーム２１の
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外側となる面）には、その左右両側縁に沿って変位規制部３０の立ち上がり方向と平行に
延びるリブ３１と、両リブ３１の中間位置から前方へ突出するロック突起３２（本発明の
構成要件であるロック部）が形成されている。
【００１３】
　ヒューズブロック２３は、フレーム２１の前縁部２９に沿って配される横長の本体部２
３ａと、この本体部２３ａの左右両端部から後方へ片持ち状に延出する形態の一対のアー
ム部２３ｂとからなる。本体部２３ａ内には、第１端子部１４の接続部１４ｂと、端子金
具３３の略前半分領域と、第１端子部１４と端子金具３３を接続するヒューズ（図示せず
）とが収容されるようになっている。　
【００１４】
　第１ハウジング２５は、後方からヒューズブロック２３に組み付けられ、第１ハウジン
グ２５内には端子金具３３の略後半分領域が収容される。第１ハウジング２５の嵌合筒部
は後方へ開口されている。第２～第４ハウジング２６，２７，２８は、後方に開口する嵌
合筒部を有し、フレーム２１の後縁部の表面（正面）に対してビス止めにより固定されて
いる。第１～第４ハウジング２５、２６，２７，２８の嵌合筒部には、ハーネス側コネク
タ（図示せず）が嵌合されるようになっている。
【００１５】
　カバー２４は、全体として回路基板１１とほぼ相似形であって、回路基板１１よりも一
回り大きい形状をなす。カバー２４は、表面側からフレーム２１に対して組み付けられ、
カバー２４の左右両側縁部の撓み係止片３４をフレーム２１の左右両側縁の係止突起３５
に係止させることで、組付け状態にロックされている。カバー２４を組み付けた状態では
フレーム２１内に収容されている回路基板１１とスイッチング部材１３がカバー２４によ
って覆い隠される。
【００１６】
　カバー２４には、複数の倒れ規制部３６が、カバー２４の前縁部２４Ｆ（本発明の構成
要件であるカバーの外縁部）に沿うように、且つ複数の第１端子部１４と対応するように
並列して形成されている。倒れ規制部３６は、第１端子部１４の並び方向と直角な平板状
をなし、その前縁部を第１端子部１４の支持部１４ａの後面（接続部１４ｂの突出方向と
は反対側の面）に対して後方から当接させる形態となっている。したがって、第１端子部
１４の接続部１４ｂに対して他の部材（例えば、ハーネス側コネクタの端子など）から後
方への押圧力が作用した場合でも、第１端子部１４は、その支持部１４ａを倒れ規制部３
６によって後方から支承されるので、後方（接続部１４ｂとは反対側）へ倒れるように変
形することはない。
【００１７】
　さらに、カバー２４の前縁部２４Ｆ（本発明の構成要件であるカバーの外縁部）におけ
る幅方向中央位置には、第１端子部１４の倒れ規制機能の信頼性を向上させる手段として
の変位規制部３７が形成されている。変位規制部３７は、前方へ板状に突出する左右一対
の支持壁部３７ａと、この両支持壁部３７ａの前端縁（突出端縁）同士を連結する形態の
係止壁部３７ｂと、一対の支持壁部３７ａの上端縁と係止壁部３７ｂの上端縁を連結する
回路基板１１と平行な補強板３７ｃとから構成され、全体として下方及び後方（カバー２
４の内側）に開放された概ね箱状に屈曲した形状とされている。一対の支持壁部３７ａは
係止壁部３７ｂの両側縁から後方へ略直角に延出した形態となっている。係止壁部３７ｂ
における幅方向中央部分には、弾性撓み可能なロック片３８（本発明の構成要件であるロ
ック部）が形成され、ロック片３８の後面（内側の面）には突起状のロック爪３８ａが形
成されている。
【００１８】
　カバー２４をフレーム２１に組み付けた状態では、図７に示すように、ロック片３８の
ロック爪３８ａがロック突起３２に係止することにより、カバー２４がフレーム２１に対
して表面側（回路基板１１から離間する側）への変位を規制され、もって、組付け状態に
ロックされる。また、図８に示すように、カバー２４の係止壁部３７ｂにおけるロック片
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３８よりも上方の領域が、フレーム２１の左右一対のリブ３１の上端部に対して前方（図
８における右方）から係止することにより、カバー２４の前縁部２４Ｆは、フレーム２１
の前縁部２９に対して相対的に後方（即ち、第１端子部１４から離間する方向）へ変位す
ることを規制される。換言すると、変位規制部３６が支持部２４Ｂに対して後方へ逃げる
ように離間することが阻止される。これより、カバー２４の倒れ規制部３６は、第１端子
部１４が回路基板１１側へ倒れるように変形することを確実に規制することができる。
【００１９】
　また、カバー２４側の変位規制部３７が概ね箱状に屈曲した形状とされているので、変
位規制部が一枚板である場合に比べて、変位規制部３７の強度が高く、フレーム２１に対
するカバー２４の変位を、より確実に規制することができるようになっている。　
　また、カバー２４とフレーム２１とを組付け状態にロックするためのロック片３８とロ
ック突起３２を、変位規制部３０，３７に設けたので、変位規制部３０，３７以外の位置
にロック部専用の配置スペースが不要となり、省スペース化が実現されている。
【００２０】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施態様も本発明の技術的範囲に含まれる。　
　（１）上記実施形態では倒れ規制部を各端子部毎に個別に設けたが、本発明によれば、
倒れ規制部は端子部の並び方向に連なる形態としてもよい。　
　（２）上記実施形態では変位規制部を概ね箱状に屈曲した形状としたが、本発明によれ
ば、変位規制部を一枚板状としてもよい。　
　（３）上記実施形態ではロック部を変位規制部に設けたが、本発明によれば、変位規制
部とは別の位置にロック部を設けてもよい。

【図１】 【図２】
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